
朝倉市指名競争入札参加者選定要綱  

平成２１年 ６月３０日  

告示第  １４０  号  

（趣旨）  

第１条 この要綱は、市が行う建設工事又は製造の請負、業務の委託、物

品の購入その他の契約（以下「本市契約」という。）における業者を選

定する上において必要な事項を定めるものとする。  

（等級別格付）  

第２条 朝倉市競争入札参加資格に関する要綱（平成２１年朝倉市告示第

１４１号）に定める入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」

という。）に登載された者で、建設工事を申請しているもののうち、別

に定める朝倉市建設工事等入札参加資格事業所基準に基づく市内業者及

び準市内業者に該当するものは、次の各号に掲げる工事を申請している

場合において、当該各号に定める等級別に格付するものとする。  

（１） 土木一式工事  Ａ等級からＤ等級まで。ただし、下水道工事に

ついては、Ａ等級からＢ等級まで  

（２） 建築一式工事 Ａ等級からＤ等級まで  

（３） 管工事、舗装工事及び水道施設工事 Ａ等級からＣ等級まで  

（４） 造園工事及び電気工事 Ａ等級からＢ等級まで  

２ 前項の格付において、準市内業者は、同項各号のＡ等級には格付しな

いものとする。  

３  第１項の等級別格付の判定は、建設業法（昭和２４年法律第１００

号）第２７条の２３第１項の規定による審査結果を基準とし、前年度の

市工事における成績及び信用度を勘案した数値（以下「総合数値」とい

う。）に基づき定める等級別格付基準表（別表第１）により行うものと

する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。  

（業者の選定基準） 

第３条 本市契約において、指名競争入札を行うときは、入札参加資格者

名簿に登載された者のうちから、次項、第４項、第５項又は第６項の規

定により当該入札に参加するものを選定しなければならない。  

２ 第２条第１項各号に規定する工事については、各工事及び各等級別に

その発注の標準となる請負工事の設計金額（以下「請負工事標準額」と



いう。）を定めた発注基準表（別表第２）により、業者を選定するもの

とする。ただし、重大な反社会的行為を行い、又は行うおそれがある者

として、関係行政機関から通知があり、かつ、業者の選定の対象とする

ことが適当でないと認められる場合は、この限りでない。  

３ 前項の場合において、選定する業者の数は、別に定める。  

４ 第２項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、

当該各号に定めるところにより業者を選定することができる。  

（１） 等級別格付基準表により格付された等級の業者の数が少数であ

る場合その他特に必要あると認められる場合にあっては、当該等級

の格付にかかわらず、上位又は下位の等級に格付されている者を選

定することができる。  

（２） 特殊な技術、資材若しくは機械を必要とする工事又は特別な事

情があって、発注基準表による業者の選定が適当でないと認められ

る場合にあっては、別に業者を選定することができる。  

５ 第２条第１項各号に規定する工事以外の建設工事及び前項第２号に該

当する場合の業者の選定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮

し行うものとする。  

（１） 地場産業の育成  

（２） 受注機会の公平性  

（３） 対象工事における施工能力及び工事実績  

（４） 本市における工事成績  

（５） 不誠実な行為の有無、信用状態等  

（６） 安全管理及び労働福祉の状況  

６ 製造の請負、業務の委託、物品の購入その他の契約に係る業者の選定

に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考慮し行うものとする。  

（１） 地場産業の育成  

（２） 受注機会の公平性  

（３） 技術職員の経験及び能力  

（４） 本市における業務履行状況  

（５） 官公庁における実績及び履行状況  

（６） 不誠実な行為の有無、信用状態等  

 



（その他）  

第４条 この要綱の施行に関し必要な事項は、朝倉市請負業者等指名委員

会設置規程（平成２１年朝倉市訓令第２５号）第２条に規定する朝倉市

請負業者等指名委員会のうち第１請負業者等指名委員会において定める。  

附 則  

この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。  

附 則（平成２２年朝倉市告示第１３８号）  

この要綱は、平成２２年７月１日から施行する。  

附 則（平成２４年朝倉市告示第８号）  

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。  

附 則（平成２６年朝倉市告示第２９５号）  

この要綱は、平成２７年７月１日から施行する。  



別表第１（第２条関係）  

等級別格付基準表  

１ 土木一式工事（下水道工事を含む。）  

等級 総合数値 基準 

Ａ  ８００点以上  Ａ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｂ  ７２０点以上  

８００点未満  
Ｂ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｃ  ６２０点以上  

７２０点未満  

１ Ｃ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参

加を希望する者を除く。） 

２ 下水道工事は対象外 

Ｄ  ６２０点未満  １ Ｄ等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札

参加を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を受

けている場合 

２ 下水道工事は対象外  

２ 舗装工事  

等級 総合数値 基準 

Ａ  ７００点以上  Ａ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｂ  ６２０点以上  

７００点未満  

Ｂ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｃ  ６２０点未満  Ｃ等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札参加

を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を受けてい

る場合 

３ 建築一式工事  

等級 総合数値 基準 

Ａ  ７２０点以上  Ａ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｂ  ６４０点以上  

７２０点未満  

Ｂ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｃ  ５５０点以上  

６４０点未満  

Ｃ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｄ  ５５０点未満  Ｄ等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札参加

を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を受けてい

る場合 

 



４ 水道施設工事  

等級 総合数値 基準 

Ａ  ６８０点以上  Ａ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｂ  ６１０点以上  

６８０点未満  

Ｂ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｃ  ６１０点未満  Ｃ等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札参加

を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を受けてい

る場合 

５ 管工事  

等級 総合数値 基準 

Ａ  ６７０点以上  Ａ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｂ  ５９０点以上  

６７０点未満  

Ｂ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｃ  ５９０点未満  Ｃ等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札

参加を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を

受けている場合  

６ 造園工事・電気工事  

等級 総合数値 基準 

Ａ  ６５０点以上  Ａ等級の総合数値に該当している場合（新規に入札参加を

希望する者を除く。） 

Ｂ  ６５０点未満  Ｂ等級の総合数値に該当している場合又は新規に入札参加

を希望する者で建設業法に定める経営事項審査を受けてい

る場合 

 



別表第２（第３条関係）  

発注基準表  

１ 土木一式工事（下水道工事を含む。）  

等級 請負工事標準額（消費税含む。） 

Ａ ４，０００万円以上 

Ｂ １，０００万円以上４，０００万円未満 

（下水道工事は４，０００万円未満） 

Ｃ ５００万円以上１，０００万円未満  ※下水道工事は対象外 

Ｄ ５００万円未満  ※下水道工事は対象外 

 

２ 舗装工事  

等級 請負工事標準額（消費税含む。） 

Ａ １，０００万円以上 

Ｂ ５００万円以上１，０００万円未満 

Ｃ ５００万円未満 

３ 建築一式工事  

等級 請負工事標準額（消費税含む。） 

Ａ ４，０００万円以上 

Ｂ １，０００万円以上４，０００万円未満 

Ｃ ５００万円以上１，０００万円未満 

Ｄ ５００万円未満 

４ 水道施設工事  

等級 請負工事標準額（消費税含む。） 

Ａ ２，０００万円以上 

Ｂ ５００万円以上２，０００万円未満 

Ｃ ５００万円未満 

５ 管工事  

等級 請負工事標準額（消費税含む。） 

Ａ ２，０００万円以上 

Ｂ ５００万円以上２，０００万円未満 

Ｃ ５００万円未満 

６ 造園工事  

等級 請負工事標準額（消費税含む。） 

Ａ ５００万円以上 

Ｂ ５００万円未満 

 



７ 電気工事  

等級 請負工事標準額（消費税含む。） 

Ａ ２，０００万円以上 

Ｂ ２，０００万円未満 

 


